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【戸籍の単位】 
現行戸籍の「夫婦と子供」単位ではなく、 
「家」単位で作られ、戸主の元に戸主の親、 
兄弟、配偶者、子等が1通の戸籍に記載されて 
います。 

用語の解説 

戸主 
一家の主人。 
旧民法において、家の責任者。戸主権を持ち、 
家族を統率する者をいう。 

家督相続 
旧民法上の相続形態の一つ。 
戸籍上の「戸主」の死亡、隠居などによって 
開始され、通常嫡出長男子1人が、戸主の地位・ 
全財産を相続するものとされた。 

「法律で改製された元の戸籍」という意味
です。 

戸
主
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戸主 高橋 善吉さんに関する記載 高橋 ミヨさんに関する記載 

除籍されている場合、 
氏名に×が記されます。 

本籍が記載されます。 

前戸主氏名が記載されます。 

「前戸主との関係」、「親子関係」に
ついて記載されます。 

戸主の「身分事項」と「戸籍事項」が、 
戸主の事項欄に記載されていました。 
「身分事項」：出生・家督相続・結婚・死亡等 
「戸籍事項」：戸籍の改製・消除等 
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